
チェック欄

業　務　委　託　設　計　書
事　 業　 年　 度 令和 8年度

設　 計　 年　 月 令和　年　月

予　 算　 科　 目 款 項 目 節

履　 行　 場　 所 京都市伏見区深草中川原町　ほか

路線名又は河川名等

委  託  業  務  名 稲荷山トンネル附属設備維持補修（道路情報表示設備ほか更新）詳
細設計業務委託

履　 行　 期　 間 契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで

事　業　課（所）名 土木管理課 単 価 使 用 年 月 令和　年　月

業　 務　 番　 号 歩 掛 適 用 年 月 令和　年　月

変　 更　 回　 数 基 準 適 用 年 月 令和　年　月

前　払　金　支　出 単　 価　 地　 区

京都市  建設局

京都市



委 託 概 要
稲荷山トンネル附属設備維持補修（道路情報表示設備ほか更新）詳細設計業務委託 式 1    

道路設計業務 式 1    

委 託 理 由 　稲荷山トンネルに附属する設備における道路情報表示設備など１０設備の詳細設計業務及び、工事計画の策定
を行うものである。

設計額
金額 増減額

請負額
金額 増減額

業　　　務　　　費
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

内 業　務　価　格
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

訳 消費税相当額
前回

今回

 円

 円
 円

 円

 円
 円

京都市  建設局
京都市



積算参考資料（間接費補正一覧）
単  価  使  用  年  月 2026年3月

歩  掛  適  用  年  月 2026年3月

基  準  適  用  年  月 2026年3月

単 　  価 　  地 　  区 2601:Ⅰ地区

京都市



 
 
 
 積算で採用した見積歩掛は、以下のとおりです。 
 
【道路情報表示設備詳細設計】 
                                        1 式 

分類 名称規格 単位 数量 摘要 

直接人件費 主任技師 人 6.6  

 技師Ａ 人 13.1  

 技師Ｂ 人 35.2  

 技師Ｃ 人 38.5  

 技術員 人 38.9  

 

 
【高圧ケーブル詳細設計】 
                                        1 式 

分類 名称規格 単位 数量 摘要 

直接人件費 主任技師 人 0.0  

 技師Ａ 人 9.8  

 技師Ｂ 人 15.8  

 技師Ｃ 人 33.3  

 技術員 人 54.0  

 

 

【無停電電源設備詳細設計】 
                                        1 式 

分類 名称規格 単位 数量 摘要 

直接人件費 主任技師 人 2.4  

 技師Ａ 人 8.4  

 技師Ｂ 人 15.2  

 技師Ｃ 人 14.0  

 技術員 人 10.8  

 

 

【放送設備詳細設計】 
                                        1 式 

分類 名称規格 単位 数量 摘要 

直接人件費 主任技師 人 0.0  

 技師Ａ 人 5.5  

 技師Ｂ 人 13.9  

 技師Ｃ 人 16.1  

 技術員 人 10.9  

 

 

 

 

 

見積参考資料 



【不法行為者侵入検知設備詳細設計】 
                                        1 式 

分類 名称規格 単位 数量 摘要 

直接人件費 主任技師 人 1.7  

 技師Ａ 人 11.9  

 技師Ｂ 人 14.6  

 技師Ｃ 人 20.9  

 技術員 人 11.2  

 

 

【車両検知設備詳細設計】 
                                        1 式 

分類 名称規格 単位 数量 摘要 

直接人件費 主任技師 人 3.0  

 技師Ａ 人 6.7  

 技師Ｂ 人 9.7  

 技師Ｃ 人 14.7  

 技術員 人 14.7  

 

 

【電力防災中央装置設備詳細設計】 
                                        1 式 

分類 名称規格 単位 数量 摘要 

直接人件費 主任技師 人 4.8  

 技師Ａ 人 9.6  

 技師Ｂ 人 16.7  

 技師Ｃ 人 19.9  

 技術員 人 17.6  

 

 

【照明設備詳細設計】 
                                        1 式 

分類 名称規格 単位 数量 摘要 

直接人件費 主任技師 人 0.0  

 技師Ａ 人 3.0  

 技師Ｂ 人 6.9  

 技師Ｃ 人 6.1  

 技術員 人 5.4  

 

 

【トンネル防災設備詳細設計】 
                                        1 式 

分類 名称規格 単位 数量 摘要 

直接人件費 主任技師 人 3.6  

 技師Ａ 人 9.0  

 技師Ｂ 人 10.3  

 技師Ｃ 人 18.1  

 技術員 人 15.9  



 

 

【サグ部排水設備詳細設計】 
                                        1 式 

分類 名称規格 単位 数量 摘要 

直接人件費 主任技師 人 1.2  

 技師Ａ 人 11.7  

 技師Ｂ 人 18.0  

 技師Ｃ 人 23.7  

 技術員 人 19.7  

 

 



業務委託料内訳書
業務名 稲荷山トンネル附属設備維持補修（道路情報表示設備ほか更新）詳

細設計業務委託
業　　種
項　　目

土木設計業務
道路設計

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路設計

式 1    

道路設計

式 1    

トンネル附属設備詳細設計

式 1    

道路情報表示設備詳細設計

式 1    

内   1号

高圧ケーブル詳細設計 受電用及び饋電用

式 1    

内   2号

無停電電源設備詳細設計

式 1    

内   3号

放送設備詳細設計 ラジオ再放送設備取止めに伴うトンネル内への放
送設備の新設

式 1    

内   4号

不法行為者侵入検知設備詳細設計

式 1    

内   5号

車両検知設備詳細設計

式 1    

内   6号

電力防災中央装置設備詳細設計

式 1    

内   7号

照明設備詳細設計 非常口表示灯及びスピード表示板等のＬＥＤ照明
設備への更新

式 1    

内   8号

トンネル防災設備詳細設計

式 1    

内   9号

サグ部排水設備詳細設計

式 1    

内  10号

京都市- 1 -



業務委託料内訳書
業務名 稲荷山トンネル附属設備維持補修（道路情報表示設備ほか更新）詳

細設計業務委託
業　　種
項　　目

土木設計業務
共通

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通

式 1    

共通(設計業務)

式 1    

打合せ等

式 1    

打合せ

業務 1    

内  11号

関係機関打合せ協議

式 1    

内  12号

その他

式 1    

合同現地踏査

回 1    

直接経費

式 1    

直接経費

式 1    

旅費交通費

式 1    

旅費交通費

式 1    

内  13号

電子成果品作成費

式 1    

電子成果品作成費(設計)

式 1    

京都市- 2 -



業務委託料内訳書
業務名 稲荷山トンネル附属設備維持補修（道路情報表示設備ほか更新）詳

細設計業務委託
業　　種
項　　目

土木設計業務
直接経費

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接原価（その他原価除く）

式 1    

その他原価

式 1    

内  14号

一般管理費等

式 1    

内  15号

設計業務価格

式 1    

消費税相当額

式 1    

設計業務委託料

式 1    

京都市- 3 -



１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号 道路情報表示設備詳細設計

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地踏査

式 1    

内  16号

設計計画

式 1    

内  17号

詳細事項

式 1    

内  18号

設計計算

式 1    

内  19号

設計図

式 1    

内  20号

数量計算

式 1    

内  21号

概算工事費

式 1    

内  22号

照査

式 1    

内  23号

報告書作成

式 1    

内  24号

合計

京都市- 4 -



１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号 高圧ケーブル詳細設計 受電用及び饋電用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地踏査

式 1    

内  25号

設計計画

式 1    

内  26号

詳細事項

式 1    

内  27号

設計計算

式 1    

内  28号

設計図

式 1    

内  29号

数量計算

式 1    

内  30号

概算工事費

式 1    

内  22号

照査

式 1    

内  31号

報告書作成

式 1    

内  24号

合計

京都市- 5 -



１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号 無停電電源設備詳細設計

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地踏査

式 1    

内  32号

設計計画

式 1    

内  33号

詳細事項

式 1    

内  34号

設計計算

式 1    

内  35号

設計図

式 1    

内  36号

数量計算

式 1    

内  37号

概算工事費

式 1    

内  38号

照査

式 1    

内  39号

報告書作成

式 1    

内  40号

合計

京都市- 6 -



１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号 放送設備詳細設計 ラジオ再放送設備取止めに伴うトン
ネル内への放送設備の新設

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地踏査

式 1    

内  41号

設計計画

式 1    

内  42号

詳細事項

式 1    

内  43号

設計計算

式 1    

内  44号

設計図

式 1    

内  45号

数量計算

式 1    

内  46号

概算工事費

式 1    

内  47号

照査

式 1    

内  48号

報告書作成

式 1    

内  49号

合計

京都市- 7 -



１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号 不法行為者侵入検知設備詳細設計

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地踏査

式 1    

内  50号

設計計画

式 1    

内  51号

詳細事項

式 1    

内  52号

設計計算

式 1    

内  53号

設計図

式 1    

内  54号

数量計算

式 1    

内  55号

概算工事費

式 1    

内  56号

照査

式 1    

内  57号

報告書作成

式 1    

内  58号

合計

京都市- 8 -



１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号 車両検知設備詳細設計

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地踏査

式 1    

内  59号

設計計画

式 1    

内  60号

詳細事項

式 1    

内  61号

設計計算

式 1    

内  62号

設計図

式 1    

内  63号

数量計算

式 1    

内  64号

概算工事費

式 1    

内  65号

照査

式 1    

内  66号

報告書作成

式 1    

内  67号

合計

京都市- 9 -



１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号 電力防災中央装置設備詳細設計

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地踏査

式 1    

内  68号

設計計画

式 1    

内  69号

詳細事項

式 1    

内  70号

設計計算

式 1    

内  71号

設計図

式 1    

内  72号

数量計算

式 1    

内  73号

概算工事費

式 1    

内  74号

照査

式 1    

内  75号

報告書作成

式 1    

内  76号

合計

京都市- 10 -



１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号 照明設備詳細設計 非常口表示灯及びスピード表示板等
のＬＥＤ照明設備への更新

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地踏査

式 1    

内  77号

設計計画

式 1    

内  78号

詳細事項

式 1    

内  79号

設計計算

式 1    

内  80号

設計図

式 1    

内  81号

数量計算

式 1    

内  82号

概算工事費

式 1    

内  83号

照査

式 1    

内  84号

報告書作成

式 1    

内  85号

合計

京都市- 11 -



１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号 トンネル防災設備詳細設計

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地踏査

式 1    

内  86号

設計計画

式 1    

内  87号

詳細事項

式 1    

内  88号

設計計算

式 1    

内  89号

設計図

式 1    

内  90号

数量計算

式 1    

内  91号

概算工事費

式 1    

内  92号

照査

式 1    

内  93号

報告書作成

式 1    

内  94号

合計

京都市- 12 -



１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号 サグ部排水設備詳細設計

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地踏査

式 1    

内  95号

設計計画

式 1    

内  96号

詳細事項

式 1    

内  97号

設計計算

式 1    

内  98号

設計図

式 1    

内  99号

数量計算

式 1    

内 100号

概算工事費

式 1    

内 101号

照査

式 1    

内 102号

報告書作成

式 1    

内 103号

合計

京都市- 13 -



１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号 打合せ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

打合せ

WS505501 業務 1    

内 104号

合計

１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号 関係機関打合せ協議

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

関係機関打合せ協議

WS505601 機関･回 1    

単   2号

合計

京都市- 14 -



１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号 旅費交通費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接往復費

WS506811 式 1    

内 105号

合計

１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号 その他原価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接人件費（設計業務）

式 1    

α／(1－α)

％

その他原価

式 1    

合計

京都市- 15 -



１次内訳書
単価使用年月 2026.03

歩掛適用年月 2026.03

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号 一般管理費等

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

業務原価

式 1    

β／(1－β)

％

一般管理費等

式 1    

調整額

合計

京都市- 16 -



特 記 仕 様 書 

 

委託業務名：稲荷山トンネル附属設備維持補修（道路情報表示設備ほか更新）詳細設計業務

委託 

履 行 箇 所：京都市伏見区深草中川原町 ほか 

履 行 期 間：契約日の翌日から令和９年３月１５日まで 

 

第１条 本業務の履行にあたっては、本特記仕様書によるほか、「土木設計業務委託必携（令

和８年２月 京都市）※」（以下「業務等委託必携」という。）、「建設工事標準設計図集（京

都市）」、「設計便覧（案）（近畿地方整備局）」等の最新版によるものとする。 

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「土

木設計業務等の仕様書、様式等」参照 

（http://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000190817.html） 

 

第２条 次の事項については、受注者独自の判断で実施してはならない。必ず発注者に報告及

び確認を行うこと。 

１．設計図書に明示していない事項 

２．設計変更に係る事項 

３．関係者との協議に係る事項 

 

第３条 文書による変更手続き 

業務内容の変更等により設計変更を行う必要が生じた場合には、変更契約手続きを文書に

より確実に行うために、必要な指示や協議等は、打合せ簿や業務等委託関係書類等の書面に

より行うものとし、これがないものについては、設計変更の対象としない。 

また、業務項目については発注者と十分に協議したうえで実施するものとし、不要となる

項目が生じた場合は減額変更の対象とする。 

 

第４条 業務委託契約書について 

  契約書第４０条関係 

   前払金は、委託料の３０％以内とする。 

  契約書第４３条関係 

   部分払は行わない。 

 

第５条 委託業務等について 

１．受注者は、発注者が保管する図面及びその他の資料を精査し、本業務に使用できる資



料等についてはトレース等を行い、積極的に利用すること。 

２．業務計画書は、既往成果を十分に把握したうえで、現地踏査を行い作成すること。 

 

第６条 土地への立入り等 

１．現場での作業については事前に関係機関への周知が必要であることから、発注者の指

示により周知等を行い、作業が円滑に進められるようにすること。 

２．現地踏査等により第三者の所有する土地に立ち入る必要がある場合には、発注者に報

告のうえ、受注者において関係する土地所有者等に事前に連絡し了解を得ること。 

３．作業の実施に伴い、私有物件の破損等を生じた場合の当該所有者への補償は、受注者

の負担とする。 

４．測量等において、隣接道路上において作業を行う際には、道路交通法上の道路使用許

可の手続きについて所管警察署と事前協議を行い、必要な手続きを行うこと。 

 

第７条 現地作業 

測量及び現地踏査等のトンネル内及び車道付近で行う作業の遂行にあたっては安全第一

とし、発注者と密に連絡を取りながら進め、特に以下の点に留意して行なう。 

１．踏査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に留

意する。 

２．事故等が発生しないよう使用人等の指導、監督に努める。 

３．事故等が発生した場合は、直ちに発注者に報告するとともに、発注者が指示する様式

により事故報告等を速やかに発注者に提出し、発注者から指示がある場合はその指示

に速やかに従う。 

４．踏査作業員の服装は、作業のしやすいものとし、安全には細心の注意を払うほか、ト

ンネル内及び車道付近ではヘルメットおよび点滅ランプ付き反射ベストの着用を義

務付ける。 

５．作業終了時には、器具類、ゴミ等は全て持ち帰り、現場及び現場周辺のゴミ捨て場等

への放置・投棄は一切しないよう、指導、監督すること。 

６．現場作業に係る交通危害の危険性があると想定される場合には、保安要員や保安施設

を配置するなど安全確保に努め、事故が発生しないように留意する。 

また、設計範囲の以下の現況を十分把握のうえで行うこと。 

・道路交通状況等 

・官民境界 

・その他、設計業務に対して重要な事項 

 

第８条 電子納品  

１．本業務は電子納品の対象業務とする。ここでいう電子成果品とは、「京都市建設局電



子納品実施要領［業務編］（令和６年３月版）」（以下「要領」という。）に基づき作

成された電子データをいう。 

なお、要領に記載のない事項や疑義がある場合は、発注者と協議のうえ作成するも

のとする。 

業務の着手時には、実施期間中の混乱を防ぎ、電子納品を円滑に実施するため、「着

手時の事前協議チェックシート」を用いて事前協議を行い、合意を図るものとす

る。 

２．成果品の内容は別紙１による。 

３．成果品の提出の際には、京都市建設局電子納品チェックシステムによるチェックを

行い、エラーがないことを確認後、ウイルス対策を行い提出すること。 

 

第９条 関係機関等との協議 

受注者は、関係機関等との協議において、発注者と調整のうえ協議資料を作成するととも

に、必要に応じて発注者とともに協議へ同席するものとする。 

 

第１０条 設計業務の内容 

１．目的 

本業務は、稲荷山トンネルに付属する対象設備の更新にあたり、トンネルの通行止め

を最小限に抑えることを目的とする。 

具体的には、個別の詳細設計を行ない例年実施している年２回の夜間通行止めにより

施工可能な工事と、夜間通行止めのみでは施工が困難な工事について施工条件を整理し

たうえで、施工条件を基に、概ね５年を目途として工事を分割し、年度ごとに個別発注

できるように詳細設計を行うことを目的とする。 

２．対象設備 

  対象設備設置場所等は添付図面による。 

(1) 道路情報表示設備（警報表示設備４台、渋滞表示設備２台） 

現在設置されている道路情報表示設備（警報表示設備及び渋滞表示設備）一式を

更新する。 

警報表示設備の表示内容は現状と同一とし、電力防災中央装置設備との連携と共

に、単独操作も可能となるようにする。 

なお、配線配管類は現状を確認うえ、再利用を検討する。 

(2) 受電用及び饋電用高圧ケーブルの更新（柱上高圧気中開閉器を含む）（受電用：

約１００ｍ（本線・予備選計２００ｍ）、饋電用（十条・山科間）：約３ｋｍ

（本線・予備線計６ｋｍ）） 

電力会社との受電用高圧ケーブル（柱上高圧気中開閉器）と十条換気所と山科換

気所間の饋電用高圧ケーブル等の更新を行う。 



(3) 無停電電源設備（十条換気所１台、山科換気所１台） 

十条換気所及び、山科換気所に設置してある各無停電電源装置の更新（仮設共）

を行う。 

(4) ラジオ再放送設備取止めに伴うトンネル内への放送設備の新設（一式、スピーカ

ー：９箇所） 

ラジオ再放送設備を取止め、トンネル内非常駐車帯及び避難抗等に直接連絡でき

るように放送設備を整備する。 

なお、配線配管類は現状を確認うえ、再利用を検討する。 

(5) 不法行為者侵入検知設備（一式、警告表示板：５箇所） 

不法行為者侵入検知設備を更新する。 

なお、配線配管類は現状を確認うえ、再利用を検討する。 

(6) 車両検知設備（一式、車両検知部：５箇所） 

車両検知設備を更新する。 

なお、配線配管類は現状を確認うえ、再利用を検討する。 

(7) 電力防災中央装置設備（一式） 

電力防災中央装置設備を、遠方監視制御装置（仮設共）に更新する。 

なお、阪神高速道路株式会社から本市移管により、不要となった機器及び機能の

廃止を行う。 

(8) 非常口表示灯及びスピード表示板等のＬＥＤ照明設備への更新（５１灯） 

トンネル内に設置してある非常口表示灯及びスピード表示板等をすべてＬＥＤ照

明に更新する。 

なお、トンネル本線の主要照明等は、すでに更新済であるため更新対象から除

く。 

(9) トンネル防災設備（消火栓ボックス：１０９箇所、消火栓ポンプ：１台、制御機器：

１式） 

現在設置されているトンネル防災設備のうち、トンネル内に設置される道路トン

ネル用の消火栓（消火器収納部・押ボタン式通報装置部・赤色表示灯を含む一式）及

び消火栓ポンプ（トンネル内消火用）を更新する。 

※消火器は除く（別途更新） 

(10)サグ部排水設備（２箇所） 

現在設置されているサグ部排水設備を以下のとおり更新する。 

・東行、西行に設置されるサグ部のポンプを増設し、各々２台設置とする。 

・２台設置に必要な動力ケーブルを十条換気所から新たに引き込む。 

 （電源容量は、２台同時運転可能な容量とすること） 

・動力ケーブルの引込時に併せて通信ケーブルを新たに引き込む。 

用途は、遠隔操作のための「ポンプの発停」と状態監視のための「ポンプの発停」・



「警報（高水位・ポンプ故障）」であり、これを今後更新予定の電力防災システム

に組み込む。 

 

３．業務内容 

＜全設備共通事項＞ 

(1) 設計計画 

業務を進めるにあたり、資料の収集、作業の計画を立て、業務計画書を作成する。 

(2) 基本事項 

本業務は、詳細設計、見積徴収、工事仮設計画、概略工程策定、概算工事費算出、

維持管理計画策定業務を実施するものである。 

各業務を実施するにあたっては、既存図書や現地の状況を十分に確認・調査したう

えで実施すること。 

(3) 詳細事項 

(ア) 施工条件の整理 

対象設備の更新について、例年交通規制を実施している夜間通行止めで更新する

ことを基本条件に検討する。 

そのうえで夜間通行止めにて更新できる工事と夜間通行止めのみでは施工が困難

となり、別途片側通行規制を実施しなければ更新できない工事の施工条件の整理を

行ないバーチャート等により、結果を図示化する。 

なお、交通規制は以下の条件とする。 

 ・夜間通行止め 

   年２回 ：５月は最大２日、１１月は最大５日とする。 

   作業時間：５時間（２３時から翌４時） 

 ・片側通行止め（規制期間は最大約３か月、同年度実施は不可） 

稲荷山トンネル：片側通行止め。 

鴨東トンネル ：全面通行止め。 

（イ）詳細設計 

設計計画及び基本事項に基づき、詳細設計を行う。 

詳細仕様については、稲荷山トンネル管制等業務委託受託者の要望を確認のう

え、決定すること。 

現地の調査は、夜間通行止めに合わせて実施するなど、一般車両の通行及び本市

管制業務に支障のないよう実施すること。 

なお、機器仕様が現在の阪神高速道路株式会社となっているものについても、す

べて国土交通省仕様又は日本高速道路株式会社等の一般的な仕様に変更をする。 

（ウ) 見積徴収 

京都市土木積算システム設計単価及び物価資料に記載のない機器・材料につい



ては見積りを徴収するものとする。なお、見積りは原則として異常値を除く３者

以上から徴収するものとし、実勢取引価格であることを確認すること。（詳細は

土木工事標準積算基準書（参考資料） 令和７年度 京都市建設局 第１４章

３．(2) 5）イ）による） 

（エ) 工事仮設計画、概略工程策定 

（オ）維持管理計画策定 

更新工事後の５０年間の維持管理計画及び費用の算出を行う。 

(4) 設計計算 

各設備の耐震計算等を行う。 

(5) 設計図 

受注者は工事発注に必要となる設計図面及び関係機関との協議用・説明用図面

を作成する。 

(6) 数量計算 

受注者は業務等委託必携第１２１１条第４項に従い数量計算を実施し、数量計算

書及び金抜き工事設計書を作成するものとする。 

(7) 概算工事費 

概算工事費を算出する。 

(8) 照査（赤黄チェック） 

本業務における詳細設計業務の照査においては、成果品を取りまとめるに当たっ

て、設計図、設計計算書、数量計算書等について、それぞれ及び相互（設計図と設

計計算書間、設計図と数量計算書間等）の整合を確認するうえで、確認マークをす

るなどして、わかりやすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査（以下

「赤黄チェック」という。）を原則として実施する。 

赤黄チェックの資料は、監督員の請求があった場合は速やかに提示しなければな

らない。 

(9) 報告書作成 

受注者は業務の成果として、業務等委託必携第１２１１条に準じ、報告書をわかり

やすくまとめるものとする。 

(10) 成果品 

受注者は以下の成果品を提出するものとする。 

(ⅰ) 設計業務委託成果品（項目は別紙１参照） 

(ⅱ) 成果品の提出については、履行期間末の１か月前までに提出すること。 

(ⅲ) 上記以外に発注者が必要とするもの 

※成果品納入後であっても、成果品に誤りがあった場合には、直ちに訂正するもの

とする。 

 



第１１条 設計業務の条件 

１．図面の作成については、要領によるものとするが、必要に応じて発注者と協議を行

い決定すること。 

２．業務等委託必携第１２１１条に従い、環境配慮の条件に従った設計を行うものとする。 

 

第１２条 業務等委託必携等に対する特記事項 

第１１０７条 管理技術者 

管理技術者は、次の資格を取得している者とする。 

１．技術士法施行規則に規定する技術部門のうち、「電気電子」に係る技術士の資格

を取得していること。 

 

第１１１１条 打合せ等 

１．設計業務における打合せは、業務着手時、中間打合せ３回、成果品納入時の計５回

行う。ただし、中間打合せは、発注者と協議のうえ、打合せ回数を変更できるものと

する。 

打合せ回数に変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。 

  ２．業務着手時及び成果品納入時には、管理技術者が立ち合うものとする。 

 

第１１１３条 資料の貸与及び返却 

貸与する資料等は、次のとおりとする。 

１．工事完成図書 １式 

２．その他関係図書 １式 

 

第１２０１条 使用する技術基準等 

１．本委託の業務に当たっては、業務等委託必携第 7編主要技術基準及び参考図書以

外に、以下の規程を適用する。 

(1) 道路トンネル非常用施設設置基準・同解説（日本道路協会） 

(2) 機械工事共通仕様書（案）（国土交通省総合政策局公共事業企画調整課） 

(3) 電気通信設備工事共通仕様書（国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室） 

(4) 電気通信施設設計業務共通仕様書（国土交通省） 

(5) 日本産業規格（ＪＩＳ） 

(6) 日本電機工業会規格（ＪＥＭ） 

(7) 電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

(8) その他関係規程 

なお、これらの規程は最新のものを適用する。 

 



第１２０２条 現地踏査 

業務の遂行にあたり、合同現地踏査を１回行うものとする。 

 

第１３条 ウィークリースタンスの実施 

本業務委託は、ウィークリースタンスの対象である。 

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相

互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。 

(1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。 

(2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。 

(3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。 

(4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。 

(5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。(適正な期限日を設定する。) 

(6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。 

なお、業務委託の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び

関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法

（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共

有する。 



別紙１ 

成果品（提出物） 

成果品は、要領に基づいて作成した電子成果品を電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で１部提出する

とともに、製本版１部［報告書（簡易製本）、図面（Ａ３版）］を納品する。 

 

＜対象設備(1)～(8)＞ 

設計項目 成果品項目 用紙等 

設計図面（撤去図共） 位置図 A3 版製本 2 部 

データ（形式：jww 又は jww

と互換性のあるファイル

形式） 

システム系統図 

システム構成図 

機器取付図 

機器配置図 

配管配線図 

仮設計画書 

施工計画書、概略工程表 

数量計算 数量計算書 A4（データ共）  

概算工事費 概算工事費算出書 

報告書 設計概要書 

設計計算書 

検討書 

機器仕様書 

見積書 

維持管理計画 

 

＜対象設備(9)(10)＞ 

設計項目 成果品項目 用紙等 

設計図面（撤去図共） 位置図 A3 版製本 2 部 

データ（形式：jww 又は jww

と互換性のあるファイル

形式） 

機器詳細図 

機器取付図 

機器配置図 

配管図 

結線図 

仮設計画書 

施工計画書、概略工程表 

数量計算 数量計算書 A4（データ共）  

概算工事費 概算工事費算出書 

報告書 設計概要書 



設計計算書 

検討書 

機器仕様書 

見積書 

維持管理計画 

 

 

 

 

 

 




















































































